
名称 日野市立もぐさ台保育園 

種別 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所（認可保育園） 

施設所在地 
〒１９１-００３３ 

日野市百草１００２－４ 

設置者 日野市 

管理者氏名 園長 髙橋 早苗 

開設年月日 昭和５１年５月１日 

建物の構造 RC構造 

建物の規模 

5歳児保育室４４㎡・4歳児保育室４４㎡・3歳児保育室４４㎡  

2歳児保育室４４㎡・1歳児保育室４４㎡・0歳児保育室５１㎡ 

調理室３２㎡・その他４３０.６㎡           総延べ面積７３３.６㎡                     

連絡先 
電話番号：０４２-５９１-０８８０  

ＦＡＸ番号：上記電話番号と同じ 

実施事業 
 ■児童福祉法第24条第1項の規定による保育 

■延長保育事業 ■乳児(0歳児)保育  

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳    計 

６人   １０人 １３人 １７人 １７人 １７人 ８０人 

 

 

 

◆開園時間中は、最低２名以上の保育士を配置し、保育にあたります。 

◆上記表は、作成日現在のものであり、変更が生じる場合があります。 

園目標 

・丈夫な体元気な子   

・みんなと仲良く遊べる子   

・明るくやさしく素直な子 

職名 常勤 非常勤 備考 

園長 １名 －  

保育士 13名 －  

保育補助 ９名 1５名  

栄養士 １名 －  

調理員 ２名 1名  

看護師 １名 －  

用務員 － 1名  

嘱託医   － 1 名 牛尾医院（日野市平山 6-5-13・☏591-2001） 

嘱託歯科医   － 1 名 プルミエデンタルオフィス 

（日野市多摩平１-５-14・☏582-8878） 



 

（1）開園日  ◆月曜日から土曜日まで  

（2）休園日    ◆日曜日 

◆国民の祝日に関する法律に規定する休日 

◆年末年始 12 月 29 日～１月３日 

※非常災害又は感染症等の発生などの重大かつ緊急を要する状況が生じた場合に保育園を休園することが

あります。 

（3）開園時間 

◆午前７時００分から午後７時００分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆保育の必要量は、「最長で保育園等を利用することができる時間」です。保育の必要量とお子さんの保育

時間とは異なります。お子さんの保育時間は、認定された保育の必要量の範囲内で、保護者の就労時間・通

勤時間やお子さんの状況を踏まえて決まります。 

（4）利用料金 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育標準時間認定 午前７時００分から午後６時００分まで（最長11時間/日） 

保育短時間認定 午前９時００分から午後５時００分まで（最長８時間/日） 

上記の時間外での保育 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の時間外で保護者の就労等により保育の必要がある場合は、時間

外保育（1日単位・月極）をご利用ください。 

●時間外保育時間  

・標準時間認定   ① ＊午後6時00分から午後7時00分まで 

 

・短時間認定    ② 午前7時00分から午前9時00分まで 

          ③ 午後5時00分から午後6時00分まで 

          ④ ＊午後6時00分から午後7時00分まで 

 

・０歳児は、＊の時間帯は満１歳の誕生月の１日より利用できます。 

 

利用料（利用者負担） 保護者が居住する市区町村が定める利用料 

＊幼児教育・保育の無償化に伴い、下記のとおり無償 

 2号認定：全ての児童を対象に無償 

 3号認定：市民税非課税世帯を対象に無料  

時間外保育料 ＊○の数字は（3）の時間外保育時間です。 

・月極（標準時間認定）  ① 2500円/月 

 （短時間認定）  ② 500円/月 ③ 500円/月 ④ 2500円/月 

                   

・1日単位（標準時間認定）  ① 700円/日 

 （短時間認定）  ② 200円/日 ③ 200円/日 ④ 700円/日 

                                      

 ＊市民税非課税世帯は無償です。 

 ＊公共交通機関の遅延による場合は、「遅延証明」の提出（後日の 

  提出でも可）があれば、延長保育料はかかりません。 

副食費 4500円/月 ＊3～5歳児のみとなります。 

世帯年収、その他により金額が変わります。 



対応方法 
児童に体調の急変や受診が必要なけがなどが生じた場合は、  

速やかに保護者に連絡し、必要な措置を講じます。 

救急・消防（119番） 日野消防署 高幡出張所 電話番号５９２―０１１９ 

警察（110番） 日野警察署 電話番号５８６―０１１０ 

防犯設備 学校110番（非常通報装置）、玄関扉電気錠、機械警備システム 

防災設備 自動火災探知器、煙感知器、誘導灯、排煙装置及び消火器 

消防計画 

届出年月日 
日野消防署 令和2年８月29日 届出済 

防火管理者 園長 髙橋 早苗 

定期訓練 
◆避難訓練、消火訓練：毎月１回以上実施 

◆総合防災訓練（引取訓練を含む）：毎年1回実施 

災害発生時の 

対応等 

保護者等の引き取りがあるまでの間（開園時間外を含む）、引き続き児童を保護し

ます。 

地震・火災時等

の避難場所 

第1避難場所 園庭  第2避難場所 大林公園  

第3避難場所 七生緑小学校 

保護者との  

連絡方法 

・災害時においては、各保育園からの情報をキッズビューにてお知らせします。配

信をご確認ください。 

・キッズビューの配信が困難な場合は、NTT災害伝言ダイヤル（171）を使用して

状況をお知らせします。 

・この情報は、災害時に各保育園の避難状況が落ち着き、園児の安全が確保された

時点や、避難を行う事を事前に知らせるなどの場合、配信します。個別の連絡や安

否確認、お問い合わせ等の対応は行いません。 

 

体制整備等 
入所児童の虐待防止及び人権擁護等を図るために、必要な体制の整備を行うととも

に、職員に対する研修その他の措置を講じます。 

緊急時の対応 

児童に不適切な養育の兆候が認められる場合その他必要な場合は、児童虐待の防止

等に関する法律その他の関係法令等に従い、関係機関へ通告等を行うほか、関係機

関と連携し必要な対応を行います。 

 

保育園には、虐待が疑われる場合、通告する義務があります。 

 

【関係法令】児童虐待の防止等に関する法律 第 6 条 

 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する 

福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しく 

は、児童相談所に通告しなければならない。 

 

 

 



利用者等からの苦情に適切に対応するため、苦情解決体制を整えております。 

 

＜苦情解決の流れ＞ 

○苦情受付担当に申し出ると解決責任者に繋がり、問題の早期解決を図ります。 

○苦情申出人は苦情受付担当者又は施設を経ずに第三者委員に対して、苦情を申し出ることができます。 

※第三者委員である福祉オンブズパーソンは議会の同意を得て市長が委嘱した福祉行政や法律の専門家

であり、公正・中立な立場から苦情処理を行います。 

○苦情の申し出については、口頭又は文書で行うことができます。 

 

受付担当者 長内 百合子（役職：主任・充実保育士） 

解決責任者 髙橋 早苗（役職：園長） 

第三者委員 

日野市福祉オンブズパーソン 

電話：042-514-8469（直通） FAX：042-585-7018（専用） 

電子メール：fukusei@city.hino.lg.jp 

※連絡先は日野市健康福祉部福祉政策課オンブズパーソン担当になります。 

 日野市では、市立保育園に在園する児童の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター 

（以下、「JSC」といいます。）と災害共済給付契約を結んでいます。 

 JSC の災害共済給付は、保育園の管理下において児童が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を 

保護者に対して行う制度です。 

災害の種類 災 害 の 範 囲 給 付 金 額 

負  傷 

その原因である事由が、保育園の管理下で生じたも

ので、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のも

の 

医療費 

・医療保険並みの療養に要する費用の

4/10（そのうち 1/10 は、療養に伴って要

する費用として加算される分） 

ただし、高額療養費の対象となる場合は、自

己負額（所得区分により、限度額が異なる） 

に療養に要する費用の額の 1/10 を加算し

た額 

・入院時食事療養費の標準負担額がある場

合は、その額を加算した額 

疾  病 

その原因である事由が保育園の管理下で生じたもの

で、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもの

のうち、文部科学省令で定めるもの 

・異物の嚥下又は迷入による疾病・漆等による皮膚炎 

・外部衝撃等による疾病・負傷による疾病 

・給食等による中毒・ガス等による中毒・熱中症・溺水 

障  害 

保育園の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に

残った障害 

（その程度により第 1 級から第 14 級に区分される） 

障害見舞金  4,000 万円～88 万円 

（通園中の災害の場合 2,000 万円～44 万円） 

死  亡 

保育園の管理下において発生した事件に起因する死

亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 

死亡見舞金 3,000 万円 

（通園中の災害の場合、1,500 万円） 

突
然
死 

運動などの行為に起因する突然死 
死亡見舞金 3,000 万円           

（通園中の場合、1,500 万円） 

運動などの行為と関連のない突然死 
死亡見舞金 1,500 万円                

(通園中の場合も同額) 



 

・保育園に提出された個人情報（住所、勤務先、ご家族の情報等）は保育園と保護者との連絡などに使用され、

その他の使用は一切いたしません。 

 


